
個人研究費の取扱いについて 
個人研究費の使⽤にあたり、「個人研究費にかかる年間研究計画書」、「前年度の個人研究費にかかる研究報告
書」、「前年度の研究業績・教育業績・社会貢献等（社会における主な活動）」の3点について提出いただきます。個人 
研究費の⽀給に際しては、「個人研究費にかかる年間研究計画書」、ならびに「前年度の個人研究費にかかる研究報告 
書」の提出が必須です。 

1. 個人研究費の交付額について

① 本学の専任教員の⽇常的な研究教育活動を⽀援するものとして個人研究費【別表第１】を交付します。個人研究費は
年度ごとに⼀括仮払いで交付し、年度末精算となるため、翌年度への繰り越しはできません。

【別表第１】 

② 下記の各号に該当する場合には、本人の申請により別表第１に定める個人研究費に【別表第２】に定める額を加算し
て交付します。

【別表第２】 

事 項 加 算 必要申請書類 

(1) 海外学会報告に対する加算 年 額 150,000 円 
プログラム等証明するもの、招聘状 
（または正式な発表承諾書）、

 「国際学会報告に係る個人研究費加算申請書」（様式12）

(2) 国内で開催する国際学会
報告者に対する加算 年額 20,000円 

プログラム等証明するもの、招聘状 
（または正式な発表承諾書）、 

 「国際学会報告に係る個人研究費加算申請書」（様式12）

(3) 就任時1年⽬に対する加算 着任時 200,000円 

(4) 科学研究費助成事業に
採択された者に対する加算

本研究費にかかる間接経費の 
2分の1相当額 

(5) 当該年度の科学研究費助成
事業に採択されず、かつ採択
されなかった研究課題の中でお
およその順位が［B］ 評価
以上の者に対する加算

［A］評価の場合 100,000円 
［B］評価の場合  80,000円 

科学研究費助成事業 
審査結果（電⼦開⽰）の写し 

(6) 学外学術雑誌掲載加算

・学術雑誌掲載のための所定の審査料
・学術雑誌掲載に要する所定の掲載料
（外国語の校閲費⽤を含む）

・学外の学術雑誌等に掲載された論⽂
の別刷購⼊料（上限100部）

・審査料、掲載料、別刷購⼊料の領収書
・成果物の写し、若しくは、当該年度ある
いは次年度に掲載確定が明⽰された書
類（ただし、掲載後、成果物(写し)の提
出が必要）

（1）は、年1回とし、加算額は海外学会報告に係る50,000円と、出張旅費に係る額上限100,000円からなる。
出張旅費が100,000円以上のときは100,000円を、100,000円未満のときは出張旅費の実費を加算する。

（1）および（２）について、加算申請を希望する場合、「海外学会・国内で開催する国際学会報告に係る個人研
究費加算申請書」を提出する。

（3） の、契約教員の新任教員への加算は契約１年⽬のみとする。
（4） は、上限500,000円である。研究代表者、および研究代表者が本学専任教員である研究分担者を対象と

し、複数採択された場合は、いずれか1件とする。科研費採択2年⽬以降の継続者も同様とする。
（4） は、科学研究費助成事業「⽀払請求書」に記載する本年度直接経費額の研究者別内訳の該当者額を基礎

とし、その２分の１相当額を加算する。

専任・特任教員︓500,000 円
契約教員︓ 300,000 円 個人研究費(年額) 



（5） は、以下の要件のもと、当該年度のみ申請できる。 
1. 科研費の研究課題が個人研究の場合、加算申請できる。 

＊科研費の研究課題が共同研究の場合、申請要件により研究助成に申請できる。 
2. 科研費に申請した研究課題が複数の場合、いずれか1件のみ申請できる。 
3. 当該年度に加算交付がされた場合、次年度の科研費を申請しなければならない。 
4. 前年度に加算交付がされている場合、加算申請はできない。 

（5）は、2026年度迄の適⽤とする。 
（4） および（5）に対する加算について、当該年度にいずれか1件しか申請できない。 
（6）加算は、学外学術雑誌への掲載が確定した時点より適⽤するものとし、同雑誌の刊行が諸費⽤の執行と同⼀年 

度か次年度のものに限ることとする。 
（6）１掲載あたり個人研究費の年額を上限額とする。加算回数については制限なく、上限額に達するまで加算するこ 

とができる。ただし、対象となる複数の掲載がある場合、当該年度における１人あたりの加算額は、上限額を限度
とする。(個人研究費規程別表第2個人研究費への加算限度額（第３条関係）) 

（6）加算の対象とする学術雑誌は、原則、ISSNコード（国際標準逐次刊行物番号）が付与された専門学術雑誌 
に掲載される学術論⽂であり、審査・査読あるいはそれに準ずる制度が設けられているものを対象とする。これに加 
えて、海外の学会あるいは学術会議で発行される審査・査読あるいはそれに準ずる評価を経た学会発表をもとにし 
た論⽂集・予稿集・プロシーディングス等に掲載される学術論⽂を対象とする。 

 
 2. 個人研究費の交付⽅法および精算について 

① 当該年度の4⽉下旬頃に、あらかじめ指定された⼝座に⼀括仮払いで交付します。ただし、交付・執行にあたっては、 
年間研究計画書及び研究報告書を所定の4⽉中旬（所定の期⽇）までに提出するものとします。 

② 個人研究費の加算額交付は、本人の申請により追加振込みをします。 
③  精算は、領収書記載⽇、納品⽇が当該年度である領収書等証憑書類（原本）を、受領後速やかに、台紙とあわ

せて、所属校舎の研究⽀援課（⾞道校舎は総務課）へ事務局開室時間内に提出することにより行います。 
なお、原則として次年度の費⽤に使⽤することはできません。 

【証憑書類提出締切】 
 第1 段階 第2 段階 第3 段階 特別対応 
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3 月11 日以降の出張は、出張申請書を 

3 月 10日までに提出した場合受付 

 
→出張報告書、領収書等の提出 締切

日は、出張終了後、  3 開室日以内 

（最終提出日は原則3/25） 
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※提出締切⽇が祝⽇等により閉室の場合は事務局の翌開室⽇を締切⽇とする。  
事務局開室時間は、平⽇9時〜17時。 

※出張期間が⽉をまたぐ場合、出張にかかる証憑書類の提出締切は、出張終了⽇を執行⽉の基準とする。 

 3. 個人研究費の使途の範囲及び制限について 

① 個人研究費の使途範囲は、個人で行う⾃⾝の専攻分野に関する⽇常的な研究・教育活動に直接必要と認められるも
のになります。 
ただし、P.2-1「学内研究費の執行について」に⽰す「学術研究⽬的(※1)であっても、研究費として執行できないも

の」としているものには執行できません。 （（※1）個人研究費については、教育⽬的も含む。 ） 
さらに、教育活動に係る使途範囲は、以下の通りとなりますので、ご注意ください。 
（ⅰ）物品購⼊についてのみ執行できます。（旅費等については使途範囲から除かれます。） 
（ⅱ）学⽣が使⽤するものには執行できません。 
（ⅲ）他の経費との合算使⽤はできません。ただし、明確に経費を分割できる場合は、執行が可能です。 
本来個人研究費以外の予算から⽀出すべきもの（例︓机、椅⼦、書棚等。ただし研究室⽤書架は標準据付書

架が不⾜する場合は執行が可能です。）及び⾃宅で使⽤する機器備品、⽤品等は、原則として、使途範囲から除かれ
ます。 

使途範囲に疑義がある場合には、「研究費による執行願（理由書）」（様式3）を提出し、研究委員会の承認を
得たうえで執行できます（「使途に関する注意」参照）。 

購⼊物品・⽀出内容が⽇常的な研究教育活動に直接必要とされるものか区別がつきにくい場合には、研究教育活動
のためであることを⽰す資料も添付してください。 



② 科学研究費助成事業への研究代表者としての申請にかかる費⽤として、研究計画調書の外部業者による添削 
費⽤(年1件に限る）及び科研費獲得に関するセミナー参加費⽤、書籍購⼊費⽤については執行が可能です。 

③ 研究教育活動で使⽤している機器備品・⽤品（但し、研究費で購⼊したものに限る）の修繕については、個人研
究費から⽀出できます。 

④ 教育職員特別研修等で海外に居住している間は、以下の事項を除き、加算措置の適⽤はありません。 
・科学研究費助成事業に採択された者に対する加算 
・当該年度の科学研究費助成事業に採択されず、かつ採択されなかった研究課題の中でおおよその順位が[B]

評価以上の者に対する加算 
・学外学術雑誌掲載加算 

⑤ 教育職員特別研修等で海外に居住している者が個人研究費により居住地国内で移動して行う研究活動の旅費は、 
国内旅費として計上します。居住地国以外に移動して行う研究活動の旅費は海外旅費として計上します。宿泊費 
及び⽇当の執行額については、「7 教育職員特別研修・他機関給付研修」のページをご参照ください。 

⑥  税法上個人の収⼊とみなされる経費には使⽤することができません（出版経費等含む）。 
⑦ ⽋勤および休職期間中（出産休暇・育児休業・介護休業も含む）は個人研究費を執行できません。ただし、研究

の継続性を⽀援するために、当該年度内の個人研究費の範囲内で、学会年会費の執行が可能です。産休・育休
中に年会費を⽀払った場合は、復帰後1か⽉以内若しくは3⽉10⽇の何れか早い期⽇までに証憑書類をご提出く
ださい。 

 

 4. 個人研究費の執行⽅法について 

①個人研究費の執行は、研究者が行ってください。 
②旅費、物品費、人件費等の執行については、学内研究費執行ルール（共通編）をご参照ください。 
③物品費の執行は、貼付台紙に、研究費執行における根拠資料を添付のうえ、本人直筆の署名のうえ、提出してください。 

 

【注意事項】 
・科研費等、他の経費との出張をあわせた⼀連の出張を希望する場合、事前に研究⽀援課（⾞道校舎は総務課）  
に連絡してください。 

・私費と公費（研究費）を明確にするため、私物との同時購⼊や同行者を含む複数名分の旅費、宿泊領収書は 
極⼒避けてください。また、私費で購⼊した物品の付属品を、公費（研究費）で購⼊することはできません。 

・臨時職員の給与は、⽉末締め翌⽉23⽇に人事課より臨時職員へ⽀給し、研究⽀援課より研究者へ請求書を発行   
します。研究者は、個人研究費より⼤学へ振込みもしくは各校舎総務課へ現⾦にてお⽀払いください。 

・臨時職員の雇⽤期間は1⽉末までです。 
・雑誌、セキュリティソフトなどの物品の契約購⼊は単年度とします。最少契約単位が複数年度となる場合は、事前に 研究
⽀援課までご相談ください。 

・次年度初期に出張するために、前年度中に予約をせざるを得ない場合、次年度の個人研究費として執行できます。 前年
度中に⽀払いを済ませなければいけない証憑類と理由書（様式３）を提出してください。 

・ソフトウェアの使⽤は、原則研究費により購⼊されたPCにインストールして使⽤することとしますが、研究⽬的で使⽤することを
条件に、その他のPCにインストールして使⽤することも可とします。 

・領収書には「再発行」の印字がされないものもあります。提出済の領収書を再度提出し二重計上とならないよう、各⾃で確
実に提出状況の管理を行ってください。 

・「再発行」と印字された領収書を提出する場合、領収書の再発行に係る説明⽂を添付してください。 
 

 5. 個人研究費の事務処理について 

① 個人研究費に関する事務は、所属校舎の研究⽀援課（⾞道校舎は総務課）が行います。 
② 事務処理事項は次のとおりです。 
(1) 提出された証憑書類を費⽬毎に区分し集計します。
費⽬は以下のとおりです。 
・国内旅費 ・海外旅費 ・機器備品費 ・⽤品費 ・その他（消耗品費、人件費（給与払）、その他） 

(2) 詳細が不明な証憑書類がある場合には、研究者及び発行元へ事務局より確認を行います。 
(3) 年２回、執行状況を通知します。 
(4) 年度終了後、個人研究費執行書類⼀式は所属校舎の研究⽀援課（⾞道校舎は総務課）で保管します。 

 
 
 
 
 

 



 6. ご退職時の取扱いについて 

①ご退職年度の機器備品・⽤品購⼊は、執行できません。 
②PC等の保守料（３,５年などの⻑期保証料を含む）は、以下を条件として執行できます。 

・退職（割愛を含む）が決まっている場合、在職年数分を按分して執行します。 
・執行後に退職が決まった場合、執行年度内であれば遡及して執行⾦額を再計算(在職年数分を按分)します。 
・嘱託助教は、任期の延⻑可能年数分を按分します。 

③ソフトウェアライセンスや雑誌等の複数年分購⼊についての取扱いは、②と同様に按分して執行します。単年度購⼊できる
場合は、1年分のみ按分します。 

④学会等年会費は、在職⽉数分按分して計算します。 
⑤年度当初に仮払いした個人研究費に未執行額が⽣じた場合、研究⽀援課（⾞道は総務課）より請求書を発行します。
年度末までにお⽀払いください。 

⑥機器備品・⽤品は、各校舎総務課にて下記いずれかの⼿続きが必要となります。詳細は校舎総務課へお問い合わせください。 
・減価償却された価格にて買い取る。 
・機器備品・⽤品を⼤学へ返還する。 



＜⽀出例及び提出書類＞ 

費 ⽬ 摘 要 提出書類類 

国内旅費  ◎学内研究費執⾏ルール（共通
編）旅費に関する取扱いについて 
を参照 海外旅費  

機器備品費 
(20万円以上) 

機器・器具、備品 
（パソコン及びパソコン備品⼀式等） 
※事務局に申し出ること。（ご⾃⾝で購⼊す

ることはできません） 

 
◎学内研究費執⾏ルール（共通
編）物品に関する取扱いについて 
を参照 

⽤品費 
(6万円以上20万円未満) 

器具（パソコン、パソコン周辺機器等） 
※検収（現物確認）を行うため、必要   書

類とともに事務局に持参すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
その他 

 
書籍費 

書籍、雑誌、図録等 
※研究分野と合致しない分野の書籍を購⼊

された場合、理由書を作成いただ くことがあ
ります。 

・領収書またはレシート 
・書名、単価、納品⽇のわかる明
細書（領収書に記載の場合は不
要） 

 
消耗品費 

⽂房具、実験材料、コピー⽤紙、コピーカー
ド、電卓、カメラ、電⼦書籍、記憶メディア
（USBメモリ・CD・DVD等）、各種ソフト等 

Microsoft Windows OS(アップグレードの
み。新規インストール不可)、Microsoft 
Office及びAdobe Creative Cloudについて
は⼤学のライセンスが使⽤できますので、情報
システム課にお問い合わせください。 

 
・領収書またはレシート 

業務委託費 データ処理、オンライン検索等委託費⽤ ・領収書 

 
 
 
通信運搬費 

FAX料⾦、オンラインDB利⽤料、回線使
⽤料(⼤学設備使⽤)、郵送料、切⼿代⾦、
宅配便等研究に必要な連絡費⽤ 
※SIMカード、Wifiモバイルルーター等のデー
タ通信料に係る機器の購⼊は不可 
（出張期間におけるSIMカードの購⼊及びレンタ
ル並びにデータ通信に係る機器のレンタ ルは
可） 
（競争的外部資⾦（科学研究費助成事業
等）での購⼊は可） 

 

 
・領収書 
・使⽤⽤途、配布先リスト（機関名、
所属名、⽒名） 

印刷製本費 製本代、抜刷代 
※名刺の印刷代は可。 
※名刺の場合は、1枚見本として提出するこ
と。内容については要確認。 

・領収書 

 
学会関係費 

当該年度分の⼊会⾦、年会費、登録料、
⼤会参加費、論⽂掲載料等 

・領収書 
・学会名、年度、年会費等記載の   

書類（案内⽂、請求書など添付） 

保守費 パソコン等（6万円以上）の保証料 ・領収書、保証書 

謝               ⾦
(報酬・給与(アルバ
イト人件費)) 

◎学内研究費執⾏ルール（共通編）臨時職員（アルバイト）の雇用・支払報
酬・業務委託等に関する取扱いについて を参照 

その他 
著作物引⽤使⽤許可料（学術論⽂、学術

研究図書の原稿⽤） 

・領収書、請求書（引⽤する論⽂表
題・掲載誌・書名等を明記） 
・著作物引⽤使⽤許可料を⽀払って
執筆した論⽂表題・掲載誌⼜は刊行
図書名・出版社がわかるもの 

 


